
資料４
盛岡広域都市計画地区計画（土沢地区）の変更案について 

１ 都市計画変更の概要 

本地区は、建築物と地区施設を計画的に誘導し、住宅と工場、商業系施設の調和を図るた

め、地区整備計画として周辺環境に影響のある娯楽施設等の建築物の用途の制限と、地区施

設（道路）を定めている。  

現況地形地物（水路）と整合を図るため、盛岡広域都市計画区域区分の変更（第８回定期見

直し）において市街化区域に編入されることに伴い、地区計画の区域を変更し、整合を図ろ

うとするものである。 

２ 都市計画変更の案に対する意見書について 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第

１９条第１項の規定により、都市計画を変更するため、同法第２１条第２項の規定において

準用する同法第１７条第１項の規定により、令和３年１２月１０日に告示し、都市計画の変

更案を２週間、公衆の縦覧に供した。  

なお、同法第１７条第２項の規定に基づく意見書の提出はなかった。  

３ 都市計画変更の経緯の概要 

日 程 変 更 手 続 き 備 考 

R3.8.25 滝沢市都市計画審議会（事前説明） 

R3.10.15 手続き条例に基づく変更原案の説明会 参加者３名 

R3.10.15 
～R3.11.5 

手続き条例に基づく変更原案の縦覧及び意見
書の受付 

縦覧者なし 
意見書の提出なし 

R3.12.10 
～R3.12.24 

変更案の縦覧及び意見書の受付 
縦覧者なし 
意見書の提出なし 

R3.12.16 変更案の説明会 参加者 1 名 

R4.1.17 滝沢市都市計画審議会（本審議） 

R4.2（予定） 岩手県知事協議 

R4.3（予定） 都市計画変更告示 
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